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〒980-0002 
仙台市青葉区福沢町９-９ 
福沢市民センター 
電 話（022）223-9095 
FAX（022）213-1647 

 

ホームページ公開中です！ 

仙台市福沢市民センターで 

 

平成 30年４月１日号 

 

市民センター 
だより 

令和元年度 

 

検索 月号 

【第１回】 講話 

２月２９日（土） 
10：00～1１：３0 

 

【第２回】 講話と散策 

３月７日（土） 
10：00～1１：３0 

講師：038PRESS 編集長  千葉 富士男氏 

会場：福沢市民センター 他 

対象：どなたでも ２５人程度【先着順】 

※できるだけ 2日間参加できる方 

申込：電話または直接窓口までお申し込みください。 

詳しくはチラシを 
ご覧ください 

新たに発見された資料をもとに

東照宮の歴史について学びます。

２回目は東照宮周辺の散策と仙

岳院の見学を予定しています。 

懐かしの昭和歌謡 

昔、口ずさんだ懐かしの 
昭和歌謡。 
アコーディオンの音色に
あわせてみんなで楽しく
歌いましょう。 

 
「懐かしの昭和歌謡 

歌声アコーディオン」を好評につき 3 月
7 日土曜日（予定）に梅田市営住宅集会
室で開催します。詳しくは 3 月号のおた
よりで。お楽しみに！ 

連続講座 

日時：令和 2 年2 月16 日（日）13:30～ 

会場：小田原市営住宅集会室（小田原４‐3‐13）  
申込はいりません。お気軽にお越しください。 

 
※駐車場はありません。 
お車でのご来場はご遠慮ください。 

 

 

北六コミュニティ児童館・東六番丁児童館共催事業 

科学実験＋風船ロケット 
 
実験や工作、クイズで楽しみ 
ながらお天気と 
防災について 
まなびましょう！ 
 

い つ：令和２年２月８日（土） 

１０:３０～１１:３０ 

どこで：北六番丁コミュニティ 

児童館 児童クラブ室 

だれが：小学生２０人（先着順） 
 
 
申込・問合先  
北六番丁コミュニティ児童館    

電話（７１４）１０２１ 

 

運動レクリエーション 
 
いつも遊んでいる「遊戯室」を 
使って、運動と 
レクリエーション 
を楽しもう！ 
 

い つ：令和２年２月２２日（土） 

１０:３０～１１:３０ 

どこで：東六番丁児童館  

遊戯室 

だれが：小学生２０人（先着順） 
 
申込・問合先
東六番丁児童館     

電話（２６６）０１３５ 

 

２月のワンポイント講話 

「読み聞かせと音楽を楽しみましょう」     
    講師：読み語り塾「やまがっこう」 

代表 鵜飼信好氏 

ホッとひと息カフェ♪ 

ご近所 
応援団 

花京院地域包括支援センター共催事業 



 
 

   
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月の休館日 ： ３日(月)・１０日(月)・１２日(水)・１７日(月)・２５日(火) 

 
休館日：１日（月）・７日（月）・１４日（月）・２１日（月）・２８日（月）    

段ボールが紐でしっかり束ねられていないため、 

バラバラになっている状態が多く見られます。 

ルールを守ってお出しください。 

※ 駐車場には限りがあります。できるだけ乗合いまたは公共交通機関（ＪＲ・バス）をご利用ください。 

 

下記の期間に「本のリサイクル」を行い  
ます。 ぜひ、お気に入りの本を探してみてはいか 

がですか。    ※持帰り用袋をお持ちください。 
 
✤ 展示期間 ： ２月１９日（水）１０:３０ 

～３月４日（水）１５：００ 

✤ 展示場所 ： １階ロビー 

 

 

 

 

 
●登録受付期間：令和２年 2 月７日(金)～２月２８日(金)  

 
以下の必要書類をご用意のうえ、主に利用を予定している市民センターにお申込み下さい。 

 

手続きに必要な書類等 
新規申込 継続申込 

町内会 町内会以外 10 割減

免 

5 割減免 

①  
仙台市市民センター使用料減免登録申込書 
※用紙は当センターで用意しております 

 

―― 

○ ○ ○ ○ 

②  会則 ― ○ ― ○ 

③  事業計画書(直近のもの) ― ○ ― ○ 

④  名簿（氏名・住所が記載されている最新のもの) ― ○ ― ○ 

⑤  減免登録証の写し ※平成３１年度のコピー ― ― ○ ○ 

⑥  利用者カード   ※黄色のカード ○ ○ ○ ○ 
 

※減免登録証の減免区分が２～５項(減免登録証上部記載確認)に該当する１０割減免団体は継続申請不要 
 
●期間内に減免登録手続きが行われない場合、令和２年度 6 月分以降の利用について使用料が減免されな 

い場合がありますのでご注意ください。 

●地域利用団体登録届出書を提出する場合は、減免登録申請時に合わせて提出してください。 

 

 

 

 

 

令和２年度 市民センター使用料減免登録申込が始まります 

受付期間開始前の使用申込み規定一部改正のお知らせ 
 
令和 2年 4月 1日以降の利用分から、町内会、子供会等、特定の地域団体の方々にご利用いただいている受付期間開始
前の使用申込み制度について、施設利用の現状をふまえ、規定が一部改正されます。詳しくは館内掲示でご確認ください。 


